
死亡した野鳥への対応フローチャート

（対応レベル１：通常時）

はい

いいえ
死亡した野鳥を発見

出血や外傷がある、

または腐敗している

検査対象外なので、

土地所有者などが

可燃ごみとして処分

水かきがある

（写真①参照）

鋭い爪、くちばしがある

（写真②参照）

同じ場所で５羽以上死亡している

※カラス・アオサギも５羽以上

鳥インフルエンザ

疑いで検査する可

能性があり、市環

境課（0296-43-

2111）が確認

※水辺など回収に危険が伴う場所には回収に伺えません。

写真①：水鳥の足（カモ類） 写真②：猛禽類の爪、くちばし（タカ、フクロウ等） 写真③：アオサギ



死亡した野鳥への対応フローチャート

（対応レベル２：国内単一個所発生時）

はい

いいえ
死亡した野鳥を発見

出血や外傷がある、

または腐敗している

検査対象外なので、

土地所有者などが

可燃ごみとして処分

水かきがある

（写真①参照）

鋭い爪、くちばしがある

（写真②参照）

同じ場所で５羽以上死亡している

※カラス・アオサギも５羽以上

鳥インフルエンザ

疑いで検査する可

能性があり、市環

境課（0296-43-

2111）が確認

※水辺など回収に危険が伴う場所には回収に伺えません。

写真①：水鳥の足（カモ類） 写真②：猛禽類の爪、くちばし（タカ、フクロウ等） 写真③：アオサギ



死亡した野鳥への対応フローチャート

（対応レベル３：国内複数個所発生時）

（９月～10月：早期警戒期間）

はい

いいえ
死亡した野鳥を発見

出血や外傷がある、

または腐敗している

検査対象外なので、

土地所有者などが

可燃ごみとして処分

水かきがある

（写真①参照）

鋭い爪、くちばしがある

（写真②参照）

同じ場所で５羽以上死亡している

※カラス・アオサギは３羽以上

鳥インフルエンザ

疑いで検査する可

能性があり、市環

境課（0296-43-

2111）が確認

※水辺など回収に危険が伴う場所には回収に伺えません。

写真①：水鳥の足（カモ類） 写真②：猛禽類の爪、くちばし（タカ、フクロウ等） 写真③：アオサギ



死亡した野鳥への対応フローチャート

（野鳥監視重点区域指定時）

はい

いいえ
死亡した野鳥を発見

出血や外傷がある、

または腐敗している

検査対象外なので、

土地所有者などが

可燃ごみとして処分

水かきがある

（写真①参照）

鋭い爪、くちばしがある

（写真②参照）

同じ場所で３羽以上死亡している

※カラス・アオサギも３羽以上

鳥インフルエンザ

疑いで検査する可

能性があり、市環

境課（0296-43-

2111）が確認

※水辺など回収に危険が伴う場所には回収に伺えません。

写真①：水鳥の足（カモ類） 写真②：猛禽類の爪、くちばし（タカ、フクロウ等） 写真③：アオサギ


